
サービス管理責任者研修について  

（注）資料内容については、今後の検討状況により変更があり得るものである。  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課  

平成18年6月26日  
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都道府県が推薦する指導者候補者に封Lて、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉  
サービスの管理上必要となる講義及び演習を受講させることにより、都道府県が実施する  
サービス管理責任者研修の指導者を養成するものである。  

2 受講期間 平成1モヨ年9月6日〔水〕～9月日日〔金〕（合計3日間〕   

3 研惜会場 全国身体障害者総合福祉センター戸山サンライズ  
〔東京都新宿匡戸山「－22－1電話口ヨーヨ三04－3611〕   

4 受講定員 240人亡各都道府県から分野別に各1宅〕   

5 受講草措 各分野ごとに所定の実務経験を有する看であって、都道府県の推薦音更けた者   

6 研修内容  

亡1〕講義（理論研修〕   

・「障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割」ほ時間）   

・「サービス提供のプロセスと管理」ほ時間）   

・「サ→ビス提供者と関係機関の連携」（2時間）   

・「分野別のアセスメントとモニタリングの実際（分野別講義〕」（日時間）   

ほ〕演習亡棄践研修〕  

・「サービス提供プロセスの管理の実際：事例研究①〔アセスメント編）」  

・「サービュ提供プロセスの管理町案際：事例研究②亡個別玉堤計画編〕」   

・「サービス内容のチェツタとマネジメントの実際（事例検討会〕」   



「サービス管理責任者研修」の全体イメージ  
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相談支援従事者研修（都道府県）巾講義部分   
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「サービス管理責任者研修」の分野設定  

○サービス管理責任者として必要な専門的知識と技術を習得するため、各事業   
の機能と特性に対応できる講義と演習により構成される研修を実施。  

○サービス管理責任者を養成するため次の5分野を改定。（テキストも分野別に   
作成）  

第1分野：介護→（療養介護・生活介護（施設入所支援に係るものを含む））  

第2分野：地域生活（身体）→（機能訓練）  

第3分野：地域生活（知的・精神）→（生活訓練・共同生活援助・共同生活介護）  

第4分野：就労→（就労移行支援■就労継続支援）  

第5分野：児童 →（児童デイサービス）   



「サービス管理責任者」の要件   

実務経験   

障害者の保健・医療一福  

祉・就労・教育の分野にお  

ける直接支援一相談支援  

などの業務における実務  
経験（3～10年）。（注1，2）  

サービス管  

理責任者とし  

て配置   

実務経験の要件を満たしていれば、平成21年3月までの間に「相談支援従事者研修（講義部分）」を受講し、  

かつ「サービス管理責任者研修」を修了することを条件として、これらの研修を受講・修了していない場合であって  

も、暫定的にサービス管理責任者として配置できることとする。  

（注1）実務経験については、「参考1」を参照。  

（注2）グループホーム、ケアホーム、児童デイサービスについては、現にサービス提供を実施している事業者において、実務経験を満た  
す人材を確保できない場合に限り、平成19年度末までに「相談支援従事者研修（講義部分）」と「サービス管理責任者研修」を受  
講一修了することを条件として、3年以上の実務経験をもって暫定的にサービス管理責任者として配置できることとする。  

（注3）「相談支援従事者研修（講義部分）」とは、同研修のカリキュラムのうち、講義部分（「参考2」の2日間の部分）をいう。  
（注4）過去の「障害者ケアマネジメント研修」の修了者については、平成18年度以降、経過措置終了までの間に「相談支援従事者初任  

者研修」（1日）を受講した場合、新制度における「相談支援従事者研修」を修了したものと見なす。  
（注5）多機能型の運営において複数種類の事業のサービス管理責任者を兼務する場合は、「サービス管理責任者研修」のうち、該当す  

る種類の事業に係るすべてのカリキュラム（分野別のカリキュラム）を修了することが必要。ただし、事業開始後3年間は、少なくとも  
一つの種類の事業に係る研修を修了していればよいこととする。  
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サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 の 実 務 経 験  

業務の範囲  
サービス管理女住着 

彙務内 容   実務経験年数   

陣  
専 

施設等において相談支援業務に従事する者   

者  
の  
保  

健   医療機関において相談支援業務に従事する看で、次のいずれかに該当する者   

医  
（1）社会福祉主事任用資格を有する者  

療  ①  
（2）訪問介護且2級以上に相当する研修を修了した者  

相  
（3）国家資格等※1を する者   

福  談  
（4）施設等における相談支援兼務、就労支援における相談支援兼務、特別支援教育における進路相談・教育相  

埜  支  
談の業務に従事した期間が1年以上である者  

捷  
5年以上  

就  葉  
労  務  

致  就労支援に関する相雇淡支援の業務に従事する者  

育  
の  
分  特別支援教育における進路相談・教育相談の業附こ従事する者 
野  
lこ  

お  その他これらの業務に準ずると都道府県知手が認めた業務に従事する者  
け  
る  
支  
接  

施設及び医療機関等において介護業務に従事する者   

業  
務  

②  
直  
按  障害者雇用事業所において就業支援の兼軌＝従事する者  
支  
摸  

1＝0年以上  

兼  盲学校・聾学校・暮護学校における職業教育の兼務に従事する者  
務  

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた兼務に従事する者  

上記②の直接支援兼務に従事する看で、次のいずれかに該当する者   
（冨）  （1）社会福祉主事任用資格を有する者  
有   （2）訪問介護員2級以上に相当する研修を修7した着  5年以上  
資   （3）児童指≦＃且任用資格者  
格  （4）保育士  
者  
等  上記（むの相談支援案務及び上記②の直接支撰集務l＝従事する看で、国家資格等※1による兼務lこ5年以上従事し   

ている考   
3年以上  

※1国家資格等とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、痩学療法士、作業機法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士‘・義肢装具士、  
歯科衛生士、官話聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう姉、柔道整復師、栄養士（管理栄養士を含む。）、精神保健福祉士のことを言う。． 



者自立支援法の概要   

ケアマネジメントの展開   

演習  課外実習で作成した各自のアセスメント表、サービス利用計画 暮を発表し 
4  計  19  

、相互の事例の理解を深める。   

日  7  

日  
演習  模搬的なサービス担卦者会議を通じて事例検討を行いケアマネ ジメント手法を具体的に理解する 

。  

※サービス管理責任者研修の受講者は、Eコで囲んだ部分を受講することで研修修了の要件  
実習まとめ   演習  発表事例の事後的・客観的評価により実習の総括を行う。   3  を満たす。   

5  

日              地域自立支援協雑食の役割と活   講義  地域自立支捷協；暮会の運営方法について理解する。   3  

目              用  

開講式  

計  31・5   
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